










































































浦安市からのご案内

令和４年３月25日

浦安市 契約課



Q. いつから電子契約が始まるの？

A.令和４年４月からサービスの提供が開始されます

・事業者側にも慣れが必要なため、混乱を避けることを目的に、
段階的に適用範囲を拡大していきます。

・令和４年度当初は、契約課で契約書を作成する入札案件を対
象とします。

・５月からは、担当課が作成する、随意契約の契約書や請書の
案件についても、原則として電子契約とします。

・４月中も電子契約は可能ですが、原則としてタイムスタンプ
の日付（電子によりすべての承認者が合意した日）が契約日
となりますので、注意が必要です。



Q. 電子契約が始まると、すべての案件が電子
になるの？契約書以外も電子になるの？

A.４月から電子契約のサービスを利用することができる
ようになりますが、強制ではありません。

・電子契約の利用にあたっては、案件ごとに「電子契約
用メールアドレス確認書」で確認を行います。

・紙の契約書を選択することもできますが、なるべく
電子契約のご利用をお願いします。

・見積書、請求書、納品書などの提出については、現在
のところ、紙のままとなります。



Q. この電子契約を利用するのに料金が発生
するの？

A. 市からの契約書を受信するだけでは、料金が発生する
ことは、ありません。
・無料のアカウント登録をすると、過去の案件を検索し、契約書
をダウンロードすることができます。
契約締結時のメールや、保存していた電子署名入りのファイル
を削除した場合でも、再度ダウンロードすることができます。
また「合意締結証明書」を印刷することができます。

・アカウント登録をしないで、合意締結完了のメールや電子署名
入りのファイルを削除してしまった場合は、アカウント登録を
すると、過去の案件を確認することができます。



①契約前に、電子契約の利用の有無や、利用するメールアドレスを
「電子契約用メールアドレス確認書」で市に報告します。

③受注者は、電子契約システムを利用して、契約書や仕様書・図面
などを確認し、内容に問題がなければ、承認を行います。

②受注者は、紙の印刷や製本、押印、収入印紙が不要となります。
（市が、契約書のPDFファイルをクラウドにアップロードします。）

受注者側で変更となる業務

④受注者は、契約締結後メールに添付された電子署名付きのPDF

ファイル（契約書）を保管してください。



①「電子契約用メールアドレ
ス確認書」を提出

②印刷製本、押印、印紙不要
（市がPDFファイルをアップロード）

③電子契約システムで内容を
確認し承認

④契約書は、電子署名付きの
PDFファイルを保管

②

③

④

①



電子契約用メールアドレス確認書 合意締結証明書

電子契約用メールアドレス確認書

浦安市と立会人型電子契約サービスを利用して行う契約において、契約締結に利用する

メールアドレスは、次のとおりとする。

担当者名

e-mail

契約締結権限者 役職 氏名

e-mail

殿

令和 年 月 日

住 所

法人名

代表取締役氏名

（個人の場合は、氏名）


